
令和７年度の取組について 報告事項イ　資料③

長寿社会課の取組 関係機関等の取組

旧
ア

地域の医療・介護の
資源の把握

　
  地域の医療機関、介護事業所等の住所、機能
等を把握し、これまでに自治体等が把握してい
る情報と合わせて、リスト又はマップを作成す
る。作成したリスト等は、地域の医療・介護関
係者間の連携等に活用する。

　「旭川市入退院時の医療と介護の連携の手引き」の活用を促し、地
域の医療・介護関係者間の連携を図る。

【地域包括支援センター】
　圏域内に存在する医療機関、居宅介護支援事業所の把握に努める。

旧
イ

在宅医療・介護連携
の課題の抽出と対応
策の検討

　地域の医療・介護関係者等が参画する会議を
開催し、在宅医療・介護連携の現状の把握と課
題の抽出、解決策等の検討を行う。

　昨年度と同様の取組を継続する。
　旭川市在宅医療及び介護連携推進検討会にて、課題の抽出と対応策
の検討を図る。

【保健総務課・旭川市医師会・長寿社会課】
「在宅医療推進検討会議」（旭川市医師会、旭川市保健総務課及び長寿社会課による会
議）の開催。

旧
ウ

切れ目のない在宅医
療と在宅介護の提供
体制の構築推進

　
　地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、
切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提供され
る体制の構築に向けて、必要となる具体的取組
を企画・立案する。

　
　事業に係る各取組の周知方法の検討。
【内容】
　医療機関、居宅介護支援事業所のそれぞれに、
・事業の概要
・旭川市入退院時の医療と介護の連携の手引
・あさひかわ安心つながり手帳
・在宅医療・介護ガイドブック
・在宅医療・介護連携相談窓口
　の説明及び活用を周知するちらしを作成（令和３年度から配布）

【地域包括支援センター】
　圏域単位で医療と介護の連携に係る研修会・意見交換会等の開催。

【保健総務課】
関係者向け研修会の開催
日時　令和８年１月３１日（土）午後３時～午後５時３０分
会場　旭川市総合庁舎大会議室Ｂ
講師　社会医療法人財団大和会　東大和ホームケアクリニック
　　　院長　森　清　医師
対象者　調整中
テーマ　調整中

旧
エ

医療・介護関係者の
情報共有の支援

　
　情報提供の手順等を定めた情報共有ツールを
整備する等、地域の医療・介護関係者の情報共
有を支援する。

　
　昨年度と同様の取組を継続。
・あさひかわ安心つながり手帳の配付
※関係する医療・介護関係者や緊急の連絡先等を記載し、連携相手を
共有するための黄色い手帳「あさひかわ安心つながり手帳」を、担当
の介護支援専門員を通じて介護保険サービス利用者に配付。
・わたしのこれからシートの配付

【旭川市医師会】
１　医療及び介護関係者のICTを活用した情報共有ツールとして、バイタルリンク
　を活用
２　旭川市医師会医療介護連携ICTネットワーク「ゆっきりんく」に係るホーム
　ページを整備。

※長寿社会課、保健総務課、旭川市在宅医療・介護連携相談窓口も、医療・介護関係者
への効果的な周知のため、バイタルリンクに加入し、連絡帳機能を活用

旧
オ

在宅医療・介護連携
に関する相談支援

　
　地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓
口の運営を行うために、在宅医療・介護の連携
を支援する人材を配置し、地域の医療・介護関
係者、地域包括支援センター等からの在宅医
療・介護連携に関する事項の相談を受け付け
る。
　また、必要に応じて、退院の際の地域の医療
関係者と介護関係者の連携調整や、患者、利用
者又は家族の要望を踏まえた、地域の医療機関
等・介護事業所相互の紹介を行う。

　
　昨年度と同様の取組を継続。
・市立旭川病院へ委託により旭川市在宅医療・介護連携相談窓口を設
置。
（地域の医療・介護関係者、地域包括支援センター等からの在宅医
療・介護連携に関する相談窓口）
※令和７年度委託契約締結済

旧
カ

医療・介護関係者
の研修

　
　地域の医療・介護関係者の連携を実現するた
めに、多職種でのグループワーク等の研修を行
う。また、必要に応じて、地域の医療関係者に
介護に関する研修、介護関係者に医療に関する
研修を行う。

　
　昨年度と同様の取組を継続。
・医療・介護関係者に対し、各取組の説明、周知及び在宅医療・介護
連携に関する研修を開催する。
※令和８年２月頃、医療関係者及び介護関係者の交流会の開催を予
定。

【旭川市医師会】
　在宅医療に係る研修会の実施

【保健総務課】
　上記に同じ（関係者向け研修会の開催）
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令和７年度の取組
取組項目 取組の概要

旧
キ

地域住民への
普及啓発

　
　在宅医療・介護連携推進に関する講演会の開
催、パンフレットの作成・配布等により、地域
住民の在宅医療・介護連携の理解を促進する。

１　在宅医療・介護ガイドブックの配布
　　地域住民に在宅医療に関する情報を提供するため、旭川市
　医師会及び保健総務課と協働し、令和２年２月に本市独自の
　パンフレットを作成。
　　旭川市在宅医療・介護連携相談窓口の業務として、医療機
　関及び介護事業所の希望に応じ、必要部数を配布している。
　※旭川市医師会及び保健総務課と協働した取組
　
２　地域住民向けの講座等の開催
　　昨年度と同様の取組を継続。（市立旭川病院地域医療連携課　在
宅医療市民講演会としても実施。）
  日時　令和８年３月（予定）
　会場　市立旭川病院　大会議室
　講師　⑴　ReHope旭川神楽　施設長　中島　氏、佐々木看護師
　　　　⑵　旭川赤十字病院訪問看護ステーション　所長　五林　氏
　対象　旭川市民７０名程度
　内容　調整中（施設も含めた看取りに関すること）

【旭川市医師会】
　市民公開講座の開催。

【保健総務課】
　市民に向けた在宅医療に関する講演会の開催。
　日時　令和７年１０月１１日（土）　午前１０時～午前１１時４０分
　会場　旭川市大雪クリスタルホール　国際会議場
　講師　⑴　訪問看護ステーションモモ　所長　青木　智香子　氏
　　　　⑵　森山メモリアル病院　訪問リハビリ東出張所
　　　　　　作業療法士　佐伯　めぐみ　氏
　対象　旭川市民
　参加者数　１０９名
　内容　在宅医療で自分らしく過ごす～訪問看護・訪問リハビリの視点から～

旧
ク

在宅医療・介護連携
に関する関係市町村
の連携

　
　複数の関係市町村が連携して、広域連携が必
要な事項について協議する。

　
　昨年度と同様の取組を継続。
・上川総合振興局が事務局として設置する、上川中部保健医療福祉圏
域連携推進会議在宅医療専門部会に参加。
・上川中部保健医療福祉圏域連携推進情報交換会に参加。
・上川中部保健医療福祉圏域連携推進会議在宅医療専門部会ワーキン
グに参加。

【保健総務課】
　左記に同じ（専門部会及び情報交換会に参加。）

策定した指標を確認し、いわゆるＰＤＣＡサイ
クルに沿った取組を目指す。

指標を都度確認し、新たな課題分析に用いる。

対

応

策

の

評

価

・

改

善

対

応

策

の

実

施


